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１. 橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的

（１）背景と目的
勝浦町では、 2024 年度の時点で長さが2ｍ以上の橋を266橋管理してい

ます。このうち、インフラの寿命の目安とされる建設後50年を超える橋が
158 橋（約59%）となっています。この割合は、今後も急速に増え続け、橋
の高齢化がより一層進んでいくことになります。

従来の橋梁の維持管理は、損傷が発見された時点で補修する方法（対症
療法的な維持管理）で行われておりましたが、この管理方法では、橋の高
齢化が進むにつれて、多額の維持管理費用が必要となることが予想されま
す。

以上の背景から、これからの橋梁の維持管理においては、橋梁毎の重要
度に応じた対策を行い、コスト縮減を目指すことが不可欠です。これらの
取組みを継続・実行するため、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。
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図‐建設後50年を超える橋梁の割合

（2）勝浦町のこれまでの取組み
勝浦町では、 2009年から3回に渡って橋梁長寿命化修

繕計画を策定し、計画に基づいた修繕を行い、橋梁の長
寿命化に取り組んでいます。

また、2014 年には道路法施行規則にて5年に1度の近
接目視による点検が義務化され、勝浦町においても同様
に5年に1度の定期点検を行い、橋梁の状態把握を行って
います。

点検 診断

措置記録

メンテナンス
サイクル
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橋梁数管理目標管理区分

53
劣化による性能低下を引き起こさせないために、劣化が顕在
化しないように補修することで橋梁の長寿命化を図る。

管理区分1
〔予防維持管理〕

69
発生した劣化の程度に応じて事後的に補修しながら、道路機
能を維持する。

管理区分2
〔事後維持管理〕

144
最低限の維持管理によって、橋梁の崩落を防止する。
場合によっては、重量規制や通行止めを行うことも視野に入
れる。

管理区分3
〔観察維持管理〕

.

（１）概要
勝浦町が管理する2m以上の橋は2024年度の時点で266橋です。

第１回橋梁長寿命化修繕計画では全ての橋梁のうち、防災計画上の重要
橋梁として28橋を対象としていましが、安全かつ円滑な交通を確保するた
めに、現在はすべての橋梁を対象としています。

表‐対象施設

○長寿命化修繕計画の対象

○令和元年度計画策定橋梁

○令和6年度計画策定橋梁

：　勝浦町が管理する全ての橋

：　264橋

：　266橋

35 39 190 264

35 39 192 266

35 39 192 266全管理橋梁数

令和6年度計画での対象橋梁数

令和元年度計画での対象橋梁数

内容 1級町道 2級町道 その他町道 合計

（2）管理区分の設定
勝浦町が管理する266橋の橋梁を一律の方針で管理することは非効率であ

るため、管理区分という形で橋梁の特性に応じたグループ分けを行うこと
で合理的な維持管理を行います。

管理区分および管理を行う上での目標は以下のとおり、３通りに分類し
ます。

表‐管理区分・管理目標

２. 対象施設

管理区分 管理目標 橋梁数

管理区分1
〔予防維持管理〕

劣化による性能低下を引き起こさせないために、劣化が顕在
化しないように補修することで橋梁の長寿命化を図る。

53

管理区分2
〔事後維持管理〕

発生した劣化の程度に応じて事後的に補修しながら、道路機
能を維持する。

69

管理区分3
〔観察維持管理〕

最低限の維持管理によって、橋梁の崩落を防止する。
場合によっては、重量規制や通行止めを行うことも視野に入
れる。

144
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橋梁の状態は、環境、利用頻度等の様々な要因によって時々刻々と変化
します。そのため、定期点検サイクル等を考慮して計画期間を設定し、定
期点検結果等を踏まえて、適宜、橋梁長寿命化修繕計画を更新することが
必要です。

また、維持管理技術の蓄積を進め、計画期間の長期化を図ることによっ
て中長期的な維持管理・更新などに係るコストの見通しの精度向上を図り
ます。

勝浦町では、比較的損傷が大きな橋に対して、予防保全的な維持管理に
向けた対策を取組む計画として10 年間を中期計画期間としました。 また、
将来の維持管理に係るコスト縮減に取組む計画として30 年間を長期計画期
間としました。

表‐計画期間

３. 計画期間
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項　　目 計画内容

中期計画
比較的損傷が大きな橋梁を対象として、管理区分に応じた維持管理に向
けた取組みへの転換期間として10年間とする。

長期計画
管理区分に応じた維持管理を行うことにより修繕事業費についてコスト
縮減を図る期間として30年間とする。



.

勝浦町では、橋梁の状態（劣化・損傷の状況や要因等）の他、橋梁が果
たしている役割、機能、利用状況等の重要性を考慮した上で優先順位を決
めています。
また、損傷の程度が同程度の橋梁が複数ある場合には、被害の影響が大

きい橋梁を優先させることとします。

『総合評価値』は、橋梁の状態を数値化（0～100）したものです。値が
低いほど損傷が激しく、値が高いほど健全な状態を表します。

『諸元重要度』は、橋梁の重要性を数値化（0～100）したものです。値
が大きいほど橋梁の重要性が高く、値が小さいほど橋梁の重要性が低いで
す。

優先順位は、『総合評価値』が低く『諸元重要度』が大きい、すなわち
傷みが激しく重要性の高い橋梁を上位とします。

図‐優先順位の考え方
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４. 対策の優先順位の考え方
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.

定期的に橋梁点検を実施することで、損傷状況などの情報を収集してい
ます。
点検は実施する目的や方法によって、以下の4種に分類されますが、主に

定期点検によって損傷状況の把握を行っています。

なお、定期点検にて確認した損傷状況から、橋梁毎の健全性の診断結果と
いう指標で表しています。

表‐健全性の診断結果

損傷状況を、早期に発見することを目的に実施する

パトロールカーによる道路の日常巡回の際に目視によって行う

橋梁の安全を保つため、目視および点検機器・器具を使用して定期的に実施する

点検作業員が橋梁の各部位に触れられる位置まで近接し、目視で行う

補修および補強工事が必要になった際に行う

自然災害が発生した場合に、橋梁に異常が生じていないかを確認する

災害の発生が予測される際にも、橋梁の安全確保を目的とした点検行う

橋梁点検

通常点検

定期点検

臨時点検

異常時点検

定　　義

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防措置段階
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から措置を講ずる

ことが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著しく高く，緊急に

措置を講ずるべき状態

区　　分

最新の点検結果から、健全性の診断結果「Ⅲ」に該当する橋梁について
は、早期の対策を計画します。

５. 橋梁の状態
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６. 対策内容
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勝浦町では、定期点検は継続して行いながら、判定区分Ⅲ（早期措置段階）に
該当する橋梁から優先的に補修対策を行っていきます。

■久国中央第１橋 補修対策

損傷状況 補修後（断面修復など実施）

■生名桧岳第２橋 補修対策

損傷状況 補修後（断面修復など実施）



.

７. 対策費用

図‐対策費用の比較

今後30年間において、すべての橋梁に対して対症療法的な維持管理を
行った場合は16.5億円、予防保全的な維持管理を行った場合は11.5億円が
必要となります。

しかし、すべての橋梁に対して、一律の維持管理を行うことは非効率で
あるため、橋梁毎の管理区分に応じた対策を行うことで維持管理費の縮減
が可能となります。

これを踏まえて、管理区分に応じた対策を行った場合は10.4億円となり、
維持管理費を最小限とすることができます。
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.

橋梁長寿命化修繕計画に基づいた定期点検や修繕等の実施に当たっては、
新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログ（案）など
を参考に、従来工法のみではなく新工法や新材料などの新技術、ならびに、
ＡＩ／ＩｏＴ等のデジタル技術等を加えた比較検討を実施し、事業の効率
化やコスト縮減を図ります。

令和１１年度までに管理する266橋のうち、23橋を対象に新技術を活用し、
橋梁点検および橋梁修繕工事を含めた維持管理コストを約2００万円縮減す
ることを目指します。

８. 新技術の活用検討
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現在、勝浦町で管理している橋梁266橋の老朽化が進んでいくにつれて、
老朽化対策に必要となる維持管理費の増大が見込まれます。

また、一部の道路橋においては、建設時からの時間経過とともに土地利
用の変化や周辺人口の減少に加え、周辺道路網が整備されたことなどによ
り、利用交通量が著しく減少している橋梁も散見されます。

これらの状況を踏まえ、今後は限られた予算の中で持続可能な維持管理
を行っていくために、既設橋の集約化・撤去を検討していくことで維持管
理費の縮減を図ります。
期間は今後5年間（2025年～2029年）とし、現在管理している橋梁266橋

のうち、1橋に対して集約化・撤去を検討します。

集約化・撤去により、維持管理に必要となる約100万円のコスト縮減が期
待できます。

■計画策定担当部署
〒771-4395 徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3

勝浦町 建設課

TEL：0885-42-1506 FAX：0885-42-3028

Mail：kensetsu@town.katsuura.i-tokushima.jp

９. 集約化・撤去


